
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

～ 中小企業支援制度の最新情報が分かるニュースレター ～ 

ペンデル税理士法人 
－ 補助金ニュースレター 2021 年 11 月号 － 

■1 事業再構築補助金の第 4回公募が開始されました。12月 21日（火）締切 

事業再構築補助金の第 4 回公募が、10 月 28 日に開始されました。第 3 回公募から設けられた、最低賃金

引上げの影響を受ける事業者に対する「最低賃金枠」は、第 4 回公募でも適用されます。最低賃金枠は、緊

急事態宣言特別枠に比べて採択率において優遇されますので、積極的な活用をご検討ください。 

 

どのような事業が対象になるのか、どういった事業にチャレンジすればいい

のか、判断が難しい事業再構築補助金ですが、具体的な事例が中小企業

庁事業再構築補助金 HP上で公開されています。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/01_jireishiryou.pdf 
事例① レトルト食品OEM事業への新分野展開 

事例② レストランから飲食料品小売業への業態転換 

事例③ AIカメラで医療介護に新分野展開 など 

事例④ ハイブリッド車向け部品製造に新分野展開 

事例⑤ 映像制作・機材レンタル事業に新分野展開 

事例⑥ 航空・宇宙エンジン部品事業に新分野展開 

【補助金上限額】【補助率】 

 補助金上限額 補助率 

通常枠 

従業員数 20 人以下 ：  

従業員数 21～50 人 ： 

従業員数 51 人以上 ：  

100 万円～4,000万円 

100 万円～6,000万円 

100 万円～8,000万円 

中小企業者など： 2/3 

 (6,000 万円を超える部分は 1/2) 

中堅企業など： 1/2 

 (4,000 万円を超える部分は 1/3) 

最低賃金枠 

従業員数 5 人以下 ：  

従業員数 6～20 人 ： 

従業員数 21 人以上 ： 

100 万円～ 500万円 

100 万円～1,000万円 

100 万円～1,500万円 

中小企業者など： 3/4 

中堅企業など： 2/3 

【必須要件】 ①2020 年 4 月以降の連続する 6 カ月間のうち、任意の 3 カ月の合計売上高が、コロナ

以前(2019年または 2020年 1～3月)の同 3カ月の合計売上高と比較し 10％以上減少

しており、2020 年 10 月以降の連続する 6 カ月間のうち、任意の 3 カ月の合計売上高

が、コロナ以前の同 3カ月の合計売上高と比較して 5％以上減少していること 

②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構

築に取り組む 

③補助事業終了後 3～5 年で付加価値額の年率平均 3.0％(一部 5.0％)以上増加、または

従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0％(一部 5.0％)以上増加の事業計画を策定 

【特別枠要件】 

＜最低賃金枠＞  

①2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、3 カ月以上最低賃金＋30 円以内で雇

用している従業員が全従業員数の 10％以上いること 

②2020年 4月以降のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で 30％

以上減少していること 

【受付期間】 第 4 回： 2021 年 11 月 17 日（水）～12 月 21 日（火） 

【 U R L 】 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

  

★注目ニュース★ 中小企業向け「事業復活支援金」最大 250万円支給で閣議決定 

11 月 19日、政府は追加経済政策の柱の一つとして、中小企業向けの「事業復活支援金」を支給する旨

の閣議決定を行いました。具体的な給付内容は以下のようになる見込みです。 

・対象者…中堅・中小企業、個人事業主 

・給付額…売上減少額を基準に算定した金額を 2021 年 11月～2022 年 3月の 5 カ月分一括で支給 

前年同月比 50％以上減少：事業規模に応じて最大 250 万円（個人事業主最大 50 万円） 

前年同月比 30％～50％未満減少：事業規模に応じて最大 150万円（個人事業主最大 30万円） 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/01_jireishiryou.pdf


本助成金コースは、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処

遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度の一つで、2022年 9月 30日まで支給額が増額さ

れ、上限人数の緩和措置が行われています。今、雇い入れている有期雇用契約の短時間労働者に対して、

所定労働時間の延長や基本給の昇給をし、社会保険の被保険者とした場合、本助成金の対象となります。 

 

 

 

※ご注意：補助金・助成金は審査があります。条件に合致することのほか、事業計画を基に審査が行われ、不採択と
なる場合もあります。また事業の着手は採択・交付決定の後に行うなど、補助金によって条件が異なります。 

ま ず は ご 相 談 く だ さ い 。 初 回 相 談 は 無 料 で す 。 

我々は中小企業の経営上の課題に対し専門性の高い支援を行える国から認定された「経営革新等支援機関」です 

ペンデル税理士法人 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館6F 

TEL 03-5990-5910 ／ FAX 03-5990-5909 

 

先端設備等導入計画とは、中小企業の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、市区町村の認定を受け

た中小企業の設備投資を支援するものです。認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置とし

て、地方税法において事業用家屋や償却資産に係る固定資産税に対して軽減措置を受けることができます。 

■3 先端設備等導入計画を取り入れることで固定資産税の節税を！ 

◆貴社で受けられる補助金や税制優遇などを、まずは無料で簡易診断してみませんか？ 
簡単な質問にご回答いただくだけで、中小企業診断士や社会保険労務士が検討し、 
全 12種類の補助金などの診断書を作成いたします。 

【 対 象 者 】 中小企業者が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導

入する計画を策定し、新たに導入する設備などが存在する市町村の認定を受けた者 

【支援内容】 ●固定資産税の特例 

市区町村の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得する先端設備などにつ

いて、新たに固定資産税が課される年度から 3年度に限り、軽減措置を受けられる（市

区町村が条例で定める税率（0～1/2）が適用） 

【 U R L 】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html 

 

■2 キャリアアップ助成金＜短時間労働者労働時間延長コース＞ 期間限定で支給額増額 

【助成金上限額】 ①短時間労働者の週所定労働時間を 5 時間以上延長し新たに社会保険に適用した

場合 2022 年 9月 30 日まで支給額増額 

1 人当たり 22 万 5,000 円＜28 万 4,000 円＞ 

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給

を昇給し、新たに社会保険に適用した場合 2022 年 9 月 30 日までの暫定措置 

1 時間以上 2 時間未満： 1 人当たり 45,000 円＜57,000 円＞ 

2 時間以上 3 時間未満： 1 人当たり 90,000 円＜11万 4,000円＞ 

3 時間以上 4 時間未満： 1 人当たり 13 万 5,000 円＜17 万円＞ 

4 時間以上 5 時間未満： 1 人当たり 18 万円＜22万 7,000円＞ 

※①と②合わせて、１年度１事業所当たり支給申請上限人数 45 人まで 2022年 9 月

30 日まで上限人数緩和 ※＜＞は生産性の向上が認められる場合 

【 対 象 者 】 週の所定労働時間延長後、6 カ月以上継続して対象の有期雇用労働者を雇用し、一

定程度の昇給をして、社会保険に適用した労働者を雇用する事業主 

【 受付期間 】 短時間労働者の週所定労働時間延長後 6 カ月分の賃金を支給した日の翌日から起

算して 2 カ月以内 

【 U R L 】 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf 

 


